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日本における所得・消費・資産等の税収構成比の推移(国税+地方税)
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{注)1.0E印喰軒町田 5ta也t悶 1965.2013・による.ヨ豊中の敏値は、 1970年、198旧年、 1990年、z∞0年、 2010年、 20U年における設収情威項目ごとの構成割合である.平成27年度(2.015年度)予算における設収槍成比は、

個人所得標設:30.2%、法入所得課稜:21.1%、消費銀稜:34.7%、資産課後等:14.0%となっている.なお、四鎗五入の関係土、各項目の計殻の和が合計値と一致しないことがある.

2.所得謀説には資産住所得に対する震設も含む.
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アメリカにおける所得・消費・資産等の税収構成比の推移(国税+地方税)
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(注)OECD・・RevenueStatistics 1965・2013"による。表中の数値は、 1970年、 19回年、 1990年、2∞o年、2010年、2012年における税収構成項目ごとの構成割合である。なお、四捨五

入の関係上、各項目の計数の和が合計値と一致しないことがある。なお、所得課税には資産性所得に対する課税も含む。
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イギリスにおける所得・消費・資産等の税収構成比の推移(国税+地方税)
100% 

" 

巨~ |資産課税等 l114.0%1 
90% -1 巨五日 巨~

.-----司司、、.闘ーー~・ ......._. .~-------~ 一』田』ー一 ー--・F・・司 + Eーー←・ー|

r .... 『叫'一一一ー~且...-~ー-'ι

80% -1 ~--~_.-

区~ 巨亙 匹~

70% -1 
138.8%1 

|消費課税|巨~

巨~

遥三込
40% -I.Aぎ¥ ~E盟主丞重主主主竺「一- -I 111.9%1|法人所得課税但亙

30% 

20% 

10% 

0% 

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 20∞ 2005 2010 2012 

(注)OECD・・Revenue5匂tistiα1965向 2013"による。表中の数値は、 1970年、 1980年、 1990年、z∞o年、2010年、2012年における税収構成項目ごとの構成割合である。なお、四鎗五

入の関係上、各項目の計数の和が合計値と一致しないことがある。なお、所得課税には資産性所得に対する課税も含む。
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ドイツにおける所得・消費・資産等の税収構成比の推移(国税+地方税)
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(注)OECD"Revenue Stati武.ics1965-2013割による。表中の数値は、 1970年、 1980年、 1990年、 2000年、 2010年、 2012年における税収機成項目ごとの構成割合である。なお、四捨五

入の関係上、各項目の計数の和が合計値と一致しないことがある。なお、所得課税には資産性所得に対する課税も含む。
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フランスにおける所得・消費・資産等の税収構成比の推移(国税+地方税)
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(注)OECD"Revenue Statistics 1965-2013"による。表中の数値は、 1970年、 1980年、 1990年、 2000年、 2010年、 2012年における税収構成項目ごとの構成割合である。なお、四捨五

入の関係上、各項目の百十数の和が合計値と一致しないことがある。なお、所得課税には資産性所得に対する課税も含む。
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カナダにおける所得・消費・資産等の税収構成比の推移(国税十地方税)
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(注)OECD"Revenue S匂tistics1965~2013"による。 表中の数値は、目70年、 1980年、 1990年、 2∞o年、 2010年、 2012年における税収構成項目ごとの織成割合である。なお、 四捨五
入の関係上、各項目の計数の和が合計値と一致しないことがある。なお、所得課税には資産性所得に対する課税も含む。




